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環境美化にご協力ください
～マナーを守り まちを美しく～

　市は、市民の皆さんのご協力により、清潔で美しいまちづくりを
進めています。一人一人の心がけで、日ごろから美しいまちを
保ちましょう。詳しくは、環境衛生課（☎47－8571）へ。

▷犬のふん尿の後始末をしましょう
　放置された犬のふん尿は、誰もが不快に思います。犬を散歩させ
るときには、飼い主が必ずふん尿を始末しましょう。
▷飼い猫は室内で飼いましょう
　ふん尿で周りに迷惑を掛けることを防ぐとともに、交通事故や感染症

動物を飼うときなどはマナーを守りましょう！

▶�空き缶・ペットボトル・たばこの吸い殻などのポイ
捨てはやめ、指定場所に捨てるか、持ち帰りましょう。

▶�土地の所有者・占有者・管理者は、雑草が生い茂ら
ないよう、定期的に草取り・清掃をしましょう。 市ＨＰ

から飼い猫を守ることにもつながります。
▷�飼育・管理されていない野良猫へのエサやりはやめましょう
　飼育・管理されていない野良猫にエサを与えると、
地域で猫が繁殖し、ふん尿などで周りに迷惑をかける
ことになります。

暮らしを変えて、川と海をきれいに

　上流で使われた水は、浄化槽や下水処理場で処理された後に川へ
流され、下流の人たちが再び使います。繰り返し使われる水をできる
だけ汚さないよう、私たちは注意を払わなければなりません。

　台所・トイレ・風呂などで使う生活排水は、1人 1日平均250リットル。
その生活排水が、川や海を汚す大きな原因となっています。台所や
風呂の排水口は、川や海への入り口なのです。

①調理の手順を工夫して、ムダなく水を使う
②�調理くずや食べ残しが流れないように、水切り袋などを使う
③食器などは、油汚れを拭き取ってから洗う
④�米のとぎ汁は、最初の濃いものだけでも庭木などにまいて利用する
⑤�油は流さず、使い切る工夫をし、やむを得ず捨てる場合は、新聞紙
などにしみこませてごみと一緒に捨てるかコンポストなどを利用
し、分解させる

問合せ／環境衛生課（☎47－8574）へ

市ＨＰ

繰り返し使われる「水」

排水口は、川・海への入り口

水を汚さない10の工夫
<料理の工夫>

⑥トイレは、こまめに掃除する
⑦�入浴の際は、石けんやシャンプーなどを使い過ぎないようにする
⑧お風呂の残り湯は、洗濯や掃除に使う
⑨洗濯の洗剤・石けんは、適量を使う
⑩�歯みがきの水はコップで、洗顔は洗面器を使う

<暮らしの工夫>
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29日（月）水都まつり

「西濃の医療を力強く支える大垣市民病院」
　西濃医療圏の中心的役割を担う大垣市民病院。特に

▲
�東海ラジオ「MACHI NAVI」

　毎月 1回／15：25～

▲  

エフエム岐阜「魅力発見！大垣」
　毎週水曜／ 8：45～

▲  

エフエム岐阜「シティインフォメーション」�
　毎週金曜／ 9：00～

▲  

大垣ケーブルテレビ＜チャンネルＯＣＴ＞
＜水都ピア通信おおがき＞　月～金／ 6：30～、14：15～、
土／ 6：30～、日／ 6：30～、18：00～　ほか

テレビ番組

▲  

ぎふチャンラジオ「大垣市の時間」
毎週木曜／ 9：40～
4日（木）かわまちテラス

11日（木）夏の省エネ大作戦

18日（木）守屋多々志美術館企画展

25日（木）水都っ子ウィーク

力を入れている「がん治療」と
「救急医療」について、最先端の
医療技術や設備などを通して
紹介し、私たちの命を救う医療
現場に迫る。

屋外広告物は許可が必要です
　まちなかなどに設置されている看板、道標、広告塔などは、
「屋外広告物」と呼ばれ、掲出にはルールが定められており、許可
が必要です。詳しくは、都市計画課（☎47－8694）へ。

屋外広告物とは
　屋外広告物とは、下記の4つの要件をすべて満たすものを呼びます。
営利目的か否かは問いませんのでご注意ください。
①常時または一定の期間継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④�看板・立看板や広告塔（板）、そのほか工作物など
に表示されたもの、またはこれらに類するもの

※�表示内容が個人名や法人名の表札から、商標・シンボルマークなどの記号
表示も含まれます

許可申請が必要です
　許可申請書（市ＨＰからダウンロード可）に必要書類
を添付し、同課に申請してください。許可には看板の
面積などに応じた審査手数料が必要です。

市ＨＰ安全点検は義務です
　全国で屋外広告物の落下などの事故が多発しています。こうした
事故を未然に防ぐため、更新申請時に、有資格者による安全点検の
実施が義務付けられています。
　広告物を表示・設置するにあたり、広告主、所有者、広告物設置
業者などは、補修その他、必要な管理を行う義務があります。
　本格的な台風シーズンを迎える前に、今一度、屋外広告物の安全
点検をお願いします。

屋外広告物講習会
＊�対象／屋外広告物の表示および掲出物件の設置に関する業務に
従事する人または、従事しようとする人
＊�とき／ 8月28日（水）　午前 9時30分～午後 5時（受付：午前 9時～）
＊�ところ／岐阜市生涯学習センター 2階大研修室（岐阜市橋本町）
＊�定員／100人（先着順）

申込ページ

＊�参加料／3,000円（講習課程の一部免除者は1,800円）
＊�持ち物／受講票、補助テキスト（「屋外広告の知識」
全 3巻）※希望者は会場で購入可
＊�申込／ 7月 1～18日に、申込ページから申込
＊�問合せ／岐阜市建築指導課（☎058－265－3985）へ

▶大垣市保健センター
　「こころの相談」
＊とき／毎月第 2火曜日
　�午前 9時～11時
＊�ところ／大垣市保健センター
＊�内容／保健師による相談
＊�申込／同センター
　（☎75－2322）へ

▶西濃保健所
　「こころの健康相談」
＊とき／毎月 2回木曜日
　午前10時～11時30分
　�※変更の場合あり
＊�ところ／西濃保健所（江崎町）
＊内容／精神科医師による相談
＊�申込／同保健所健康増進課
（☎73－1111�内線474）へ

ひとりで悩まないでご相談ください


